
平成 25 年度輸送の安全に関する目標 

 

仙台市交通局自動車運送事業安全管理規程第 6条の規定に基づき，平成 25年度の輸送の安全に

関する目標を次のとおり定める。 

交通局自動車部  

１ 有責事故抑止目標   

有責事故を抑止するための目標は，平成 19年度～平成 21年度の 3年間における有責事故件数

を基に，10 万㎞あたりの発生件数 0.55 件を基準とし，初年度（平成 23 年度）においては 0.55

件の 10％減とする。最終計画年度（平成 26年度）の目標が基準値の 25％減となるよう段階的に

引き下げ，各年度の目標とした。平成 25年度は 20％削減を目標とする。 

 

① 各年度における 10 万㎞あたりの全体の有責事故抑止目標    

 

 

 

 

② 平成 25 年度における全体の有責事故抑止目標※ ８１件 

※年間予定走行距離 18,538,812㎞×10 万ｋmあたり有責事故目標 0.44件÷10万㎞＝81.57 

     

③ 平成 25 年度における各営業所の有責事故抑止目標※ 

営業所・出張所名 年間予定走行キロ数 有責事故抑止目標 

川 内 営 業 所  2,625,959㎞ 11件 

霞の目営業所  1,447,521㎞ 6件 

長 町 営 業 所  2,374,286㎞ 10件 

実 沢 営 業 所  3,785,296㎞ 16件 

東仙台営業所  2,594,592㎞ 11件 

白 沢 出 張 所  2,129,912㎞ 9件 

新 寺 出 張 所  1,466,067㎞ 6件 

七北田出張所  1,121,266㎞ 4件 

霞の目営業所分室 993,913km 4件 

 

 

※ 各営業所・出張所の年間予定走行キロ数×10万ｋmあたり有責事故抑止目標 0.44件÷10万㎞で算出 

※ 各営業所の目標数値の合計は，②の目標数値と合致しない 

 

※有責事故抑止目標のうち停車中の事故は根絶を目標とする。(乗務員のための最重点指導項目） 
 

 
 
 
 

年   度 23年度 24年度 25年度 26年度 

有責事故抑止目標 0.50件 0.47件 0.44件 0.41件 

3年間の有責事故発生件数 288件÷3年間の走行キロ数

52,202,459 ㎞×10万㎞≒0.55件 

平成 23年度 0.55件×0.9≒0.50件 

平成 24年度 0.55件×0.85≒0.47件 

平成 25年度 0.55件×0.8≒0.44件 



２ 路上故障抑止目標   

バス車両の路上故障の発生を抑止するための目標は，平成 20 年度～平成 22 年度において目

標を達成したことから，平成 23 年度の目標は，前期最終目標値(平成 22 年度)より 1件減の 40

件とし，以降各年度 1件減とする。 

① 各年度における全体の路上故障抑止目標 

年  度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

抑止目標 40 件 39 件 38 件 37 件 

② 平成 25 年度における全体（再掲）及び各整備工場の路上故障抑止目標 

※ 白沢（出）は川内（営）で，新寺（出）と霞の目分室は霞の目（営）で，七北田（出）は実沢（営）の

整備工場で整備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  整備工場名  全体 川内 霞の目  長町  実沢  東仙台 

路上故障抑止目標 38 件 9 件 9 件 5 件 10 件 6 件 


